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 「建築後使⽤されたことのない家屋」の税⾦ 
いわゆる在庫物件 
今月は不動産税務トピックです。 

住宅ローン控除や登録免許税、不動産取
得税などの不動産に関する税⾦は大抵の場
合、新築物件と中古物件で異なる取扱いと
なっています。政策的な理由で新築物件の
方が優遇されているのですが、法律上、この
新築物件の箇所はほとんどの場合「新築又
は建築後使用されたことのない家屋の取
得」という記載になっています。この「建築後
使用されたことのない家屋」とは、文字通り
新築物件ではないが建築後使⽤されたことは
ない物件、つまりいわゆる在庫物件を指すの
ですが、近年不動産価格の⾼騰とそれに伴う
新築物件供給の減少に伴いこの在庫物件
が増えているようで、在庫物件に関する税務
相談が増えているように感じます。結論として
は新築物件と在庫物件で税制上の違いは
ほとんどありませんが、注意点もありますので
詳細を確認してきましょう。 

まず、何をもって在庫物件になるのか、という
点ですが、法律上の定義はなく、通常は不動
産取得税が最初に課税される「竣工から 

基本的には新築と同じ 
1年を経過した物件」と定義している不動
産業者が多いように思います。不動産取得
税は新築物件が売れず原則 1年経過す
ると建築した業者に課税されるためです。こ
の取得税についてのみ在庫物件の場合注
意が必要です。なぜなら、家屋については在
庫物件も新築扱いにしてくれるのですが土地
については規定がなく中古扱いとなってしまう
からです。すなわち、マイホームの場合は中
古でも住宅軽減が適⽤できるため結果税制
上の差異はありませんが、在庫物件を投資
用等で購入する場合、土地について住宅
軽減が効かず課税されることになります。 

登録免許税でも通常新築後 1 年以内に
保存登記等をしないとマイホーム軽減を受け
ることができませんが、業者等が発⾏する未
使用証明書があれば在庫物件でも軽減を
受けることができるので結果差異なし。ロー
ン控除や住宅取得資⾦贈与も同様差異な
しです。あえて言うなら建物固定資産税が
1/2 になるのは新築から 3 年〜5 年でそれ
は当然変わりませんので、購入者からしてみ
れば差異と言えないこともないでしょう。 

今月のコメント 
我がマン U はなんとリーグ戦 16 位
という数年前では信じられない順位
に終わり、まさかの 2 部降格も現
実味を帯びるような結果に終わりま
した。最後の僅かな希望であった
EL の優勝も逃し来年はヨーロッパ
の大会もなく、まさに一から出直し
の年となりそうです。今期はオーナー
が変わりシーズン途中で監督も変
わりチーム内部の改革もシーズンを
通して⾏いましたのでほぼ準備期
間で終わった、と言っても過言では
ありません。オーナーもこのような結
果でも監督を変えるという話は出て
おらず安定した⻑期のプランを持っ
ているようでその点は評価できます。
ただ、来期は上記のとおり監督もプ
レシーズンから関与し、ヨーロッパの
大会もないのでリーグ戦では優勝
争いとは言わないまでも CL 出場を
争うくらいには⾏かないとオーナー＆
監督の批判も増えてくるでしょう。移
籍した選手が活躍することが多い
現状からもチームに存在する問題
は根深いようです。スタジアムも建て
替えるように全てを土台から変える
必要があります。復活するのは新し
いスタジアムができる 5 年ほどは掛
かると割り切りゆっくり腰を据えて応
援していきたいと思います。 
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